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Ⅰ 個人情報の保護に関する法律の改正（令和５年４月１日施行）

１ 個人情報保護制度の見直し（一元化）

これまでの国の個人情報保護制度は、主に民間事業者を対象とした「個人情

報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）、行政機関を対

象とした「行政機関個人情報保護法」、独立行政法人等を対象とした「独立行政

法人等個人情報保護法」のほか、地方公共団体の個人情報保護制度については

各団体が定める「個人情報保護条例」によりルールが規定されていました。

社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護制度とデータ流通の両立が要

請される中、それぞれの主体ごとに適用される法令等が異なることに起因する

規制の不均衡や不整合によって、官民の枠を超えたデータ利活用の支障が生じ

る事例が各所で顕在化しつつありました。

このような不均衡や不整合を可能な限り是正するため、上記３本の法律が「個

人情報保護法」に統合され、令和５年４月１日に施行されました。

また、地方公共団体についても、統合後の「個人情報保護法」が直接適用さ

れることとなった結果、各団体の定める「個人情報保護条例」も原則廃止とな

り、法から委任を受けた事項及び条例による規定が許容された事項を定める「個

人情報保護法施行条例」が制定されることになりました。

結果として、個人情報保護制度に係る全国共通ルールが整備されるとともに、

法全体の所管が、個人情報保護委員会に一元化されることになりました。

■法改正前（令和５年３月３１日以前） ■法改正後（令和５年４月１日以降）

所管 法令 対象 所管 法令 対象

個人情報

保護委員会
個人情報保護法 民間事業者

個人情報

保護委員会
個人情報保護法

民間事業者

総務省

行政機関

個人情報保護法
国の行政機関 国の行政機関

独立行政法人

個人情報保護法
独立行政法人 独立行政法人

地方

公共団体
個人情報保護条例 地方公共団体 地方公共団体
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２ 匝瑳市個人情報保護条例の廃止及び匝瑳市個人情報保護法施行条例等の制定

市では、個人情報保護制度の一元化に伴い、令和５年４月１日に「匝瑳市個

人情報保護条例（以下「旧条例」といいます。）」を廃止し、「匝瑳市個人情報保

護法施行条例」及び「匝瑳市個人情報保護法等施行規則」を制定しました。

新しい制度においても、これまでの制度と同様に、個人情報の適正な取り扱

いを確保するとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正及び削除を請求す

る権利並びに審査請求をする権利を保障しています。

なお、個人情報保護法が適用されない市議会については、新たに制定した「匝

瑳市議会個人情報保護条例」により、法と同程度の個人情報保護制度を整備し

ています。

また、旧条例に設置の根拠を置いていた匝瑳市個人情報保護審査会について

も、これまでの個人情報保護制度の適正な運用の確保に関し、極めて重要な諮

問機能を果たしてきたことを踏まえ、引き続き審査会を存続するため「匝瑳市

個人情報保護審査会条例」を制定しました。

３ 改正による主な制度変更について

（１） 個人情報ファイル簿の作成・公表の義務化

個人情報事務の透明性及び適正管理を図るため、１，０００人を超える保

有個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付け

られました。

また、旧条例において作成していた個人情報事務取扱届出書についても、

個人情報の保護のレベルを維持するため、引き続き作成することとしました。

（２）開示決定期限を変更

開示決定期限を、国の定める標準処理期限に変更しました。

開示請求及び審査請求の増加、また、個人情報を含む文書開示判断の困難

や、判断に時間を要すること等の事情を踏まえ、今回の法改正で、国が標準

の日数を明記したことを契機に、従来の期限を変更することとしました。

法改正前（旧条例） 法改正後

開示決定期限 １５日 ３０日

延長後期限 ４５日 ６０日
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（３）審査会の所掌事項等の変更

審査会については、旧条例と同様、開示決定等に係る審査請求の諮問を受

ける機関となります。しかし、法の規律と解釈の一元化という法改正の趣旨

から、旧条例において行ってきた個別事案に係る個人情報の例外的な取扱い

（目的外利用、外部提供等）について、審査会への諮問を要する旨を条例で

規定することは禁止されました。

Ⅱ 匝瑳市個人情報保護制度

匝瑳市の個人情報保護制度は、個人情報保護法及び匝瑳市個人情報保護法施

行条例に基づく次の２つの制度から成り立っています。

１ 個人が市の保有する個人情報の開示等を求める権利等に関する制度

２ 実施機関の個人情報の取扱いに関する制度

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれ

る氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含む）または個人識別符号が含

まれるものをいいます。（個人情報保護法第２条）

１ 個人が市の保有する個人情報の開示等を求める権利等に関する制度

ア 個人の請求権

何人も、実施機関に対し、自己の個人情報について、①開示、②訂正、

③利用停止等請求をすることができます。

① 開示請求 実施機関が保有する自己の個人情報の開示を請求

すること（個人情報保護法第７６条第１項）。

② 訂正請求 実施機関が保有する自己の個人情報に事実の誤り

がある場合に、その訂正（追加または削除を含む）

を請求すること（個人情報保護法第９０第１項・第

２項）。
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③ 利用停止等請求 実施機関が保有する自分の個人情報が目的外の目

的のため利用・提供等されている場合に、その利用

の停止、消去又は提供の停止を請求すること（個人

情報保護法第９８条）

イ 実施機関の対応

実施機関は、各種請求のあった場合は、請求の区分に応じ、次のような

対応を行います。

（ア） 開示請求があった場合

請求に応じる決定をした場合は、不開示情報以外の個人情報の開示

を実施します。

（イ） 訂正、利用停止等の請求があった場合

調査を実施し、各種請求に応じる決定をしたときは、速やかに、当

該個人情報の消去その他適切な処置を実施します。

２ 実施機関の個人情報の取扱いに関する制度

個人情報保護法は、市が個人情報を取り扱うことに関し、次の基本ルール

を定めています。

（１） 個人情報の保有の制限（個人情報保護法６１条）

① 実施機関は、法令（条例含む）の定める所掌事務または業務を遂行

するため必要な場合に限り、個人情報を保有することができます。

また、保有に当たっては、その利用目的をできる限り特定する必要

があります。

② 実施機関は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個

人情報を保有することができません。

（２） 利用目的の明示（個人情報保護法６２条）

実施機関は、本人から直接書面（電磁的記録を含む）に記録された

当該本人の個人情報を取得するときには、本人が認識することができ

る適切な方法により、本人に対し、利用目的をあらかじめ明示しなけ

ればなりません。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。

・ 人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要があるとき

（同条第１号）。
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・ 利用目的を本人に明示することにより、本人または第三者の生命、

身体、財産その他の権利利益を害する恐れがあるとき（同条第２号）。

・ 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人

など、地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業

の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき（同条第３号）。

・ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき（同

条第４号）。

（３） 不適正な利用の禁止（個人情報保護法６３条）

実施機関は、違法または不当な行為を助長し、または誘発する恐れ

がある方法により個人情報を利用してはなりません。

（４） 利用及び提供の制限（個人情報保護法６９条）

実施機関は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のため

に保有個人情報を自ら利用し、または提供してはなりません（同条第

１項）。

Ⅲ 審査会の所掌事項等

審査会の主な所掌事項は、次のとおりです（匝瑳市個人情報保護審査会条例

第３条）。

（１） 開示決定等に対する審査請求に係る調査審議

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定又は開示請求、訂正請求若しく

は利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、調査審議を

行うこととされています。

（２) 個人情報の適正な取扱いに関する諮問に係る調査審議

次のいずれかに該当する場合において、実施機関が専門的な知見に基づく

意見を聴くための諮問を求めたときは、調査審議を行うこととされています。

ア 匝瑳市個人情報保護法施行条例の規定を改廃しようとする場合

イ 個人情報の安全管理措置の基準を定めようとする場合

ウ 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めよ

うとする場合
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個人情報保護制度の概要図

市 民 等

Ⅰ 開示請求 ⅰ 開示決定等

Ⅱ 訂正請求 ⅱ 訂正決定等

Ⅲ 利用停止請求 ⅲ 利用停止決定等

Ⅳ 消去請求 ⅳ 消去決定等

Ⅴ 提供停止請求 ⅴ 提供停止決定等

Ⅵ 審査請求 ⅵ 審査請求に対する決定

Ⅶ 苦情相談 ⅶ 苦情処理

市（実施機関）

１ 個人情報ファイル簿・個人情報取扱

事務の作成・公表

２ 保有の制限

３ 内部利用・外部提供の制限

４ 職員等に対する罰則

協力要請・

助言

市の出資法人等

・個人情報の適正

な取扱い

Ⅰ 審査請求に関する諮問 ⅰ 諮問に対する答申

Ⅱ 個人情報の取扱いに関す ⅱ 制度に関する建議等

る諮問

個人情報保護審査会

①
②

③ ④
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参考 匝瑳市個人情報保護制度等の沿革

年月 匝瑳市等 備考

3.12 「野栄町ОＡ機器に記録する個人情報

の保護に関する条例」の施行

5.10 「千葉県個人情報保護条例」の施行

11.7 「八日市場市個人情報保護条例」の施

行

17.4 「個人情報保護法」等の関連５法の

施行

「保護条例」の一部改正（保護法等

の施行に向けた改正）

合併協議

合併時は、「市長」が不在であるため、

合併前の両市町の条例の大幅な見直し

をせず、原則として「八日市場市」の条

例の内容を匝瑳市にスライドさせ、匝瑳

市の保護条例を制定した。

→「保護法」等の施行に伴う不開示情

報の整理等は、匝瑳市で検討することと

なった。

18.1 合併

「匝瑳市個人情報保護条例」の施行

18.3 「匝瑳市個人情報保護条例」の一部改正

→ 「指定管理者」の導入に伴う、指定

管理者の安全措置の追加

27.10 「匝瑳市個人情報保護条例」の一部改正

→特定個人情報及び情報提供等の記録

の保護に関する改正

28.4 「匝瑳市個人情報保護条例」の一部改正

→行政不服審査法の全部改正に伴う、不

服申立に関する事項の改正

改正行政不服審査法施行

31.4 「匝瑳市情報公開条例」の一部改正

→個人情報、個人識別符号、要配慮個人

情報の定義の明確化、個人情報取扱事務

届出書に要配慮個人情報に関すること

を追加、要配慮個人情報の収集制限

改正個人情報保護法及び行政機

関個人情報保護法の施行
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R5.4.1 「匝瑳市個人情報保護条例」の廃止

「匝瑳市個人情報保護法施行条例」、

「匝瑳市議会個人情報保護条例」、

「匝瑳市個人情報保護審査会条例」の施

行

個人情報保護法の改正による個人情報

保護制度の一元化に伴い、市例規の整備

を行った。

改正個人情報保護法の施行

個人情報保護制度の全国一元化


